
令和 5 年度 第 1 回佐倉市オーガニックビレッジ検討部会 概要 

 

１．日時：令和 5 年 5 月 31 日（金） 10 時 00 分～11 時 40 分 

２．場所：佐倉市役所議会棟 2 階 第 3 委員会室 

３．出席者：農業者 3 名、事業者 2 名、消費者 2 名、ＪＡ1 名、 

千葉県 2 名、佐倉市 2 名、事務局 4 名 

オブザーバー：農林水産省関東農政局千葉県拠点 4 名 

農林水産省関東農政局印旛沼二期農業水利事業所 1 名 

千葉県農林水産部安全農業推進課 2 名 

４．概要： 

 

  

 

 

 

（１）議事 

    ①議事第 1号 令和 5年度実施方針（案）について 

     事務局から資料に沿って説明を行った。主な質問は以下のとおり。 

     （質問）先進地視察について、いすみ市の視察も良いと思うが、市内で有 

機農業等に取り組む農業の視察も行ってはどうか。 

     （回答）部会の活動としていすみ市への視察は行う予定であるが、市内の 

視察も農業者同士の関係構築等にもつながるため有意義である 

と思う。前向きに検討したい。 

     （質問）研修会のスケジュールの中にある、有機 JASに特化した研修とは 

どのような研修なのか。 

     （回答）有機 JASに特化した研修とは、有機 JAS認証を取得するための研 

修のことである。 

     （意見）有機 JAS認証をするにあたってのチェックポイントを学べる研修 

があるので、部会員や市職員がそういった研修を受講するのも良 

いのではないか。 

 

    ②議事第 2号 有機農業者ネットワークの設立に向けて 

     事務局から資料に沿って説明を行った。主な質問・意見は以下のとおり。 

     （質問）ネットワーク組織の設立背景として挙げられている、供給先から 

のまとまったオーダーについて、供給先とは具体的にどこを想定 

しているのか。 

     （回答）一例としては、学校給食などが考えられる。 

     （質問）学校給食への供給開始時期の目安はいつ頃になるのか。 

〇ポイント 

 ・令和 5 年度の実施方針（案）について承認された。 

 ・検討部会設置規定改正案が承認され、名称が「佐倉市オーガニッ

クビレッジ推進部会」に変更となった。 



     （回答）配送に関する問題等があるため、具体的な時期を明言するのは難 

しい。まずは学校側に生産者情報を提供し、近隣での供給から始 

めることになるのではないか。 

     （意見）種等の注文に関係してくるので、学校が希望する品目・時期・量・ 

価格などの情報がもらえると協力しやすい。 

     （質問）ネットワークへの加入要件の中で挙げられている、無農薬無化学 

肥料で栽培していることの確認はどのように行うのか。 

（回答）ネットワーク組織による環境保全型農業直接支払交付金への申 

請を今後検討していることも踏まえて、同交付金における確認 

方法に準拠することなどを検討している。 

 

    ③議事第 3号 佐倉市オーガニックビレッジ検討部会設置規定改正（案） 

           について 

     事務局から資料に沿って説明を行ったが、質問・意見等はなかった。 

 

（以上） 

 


